
地域福祉計画の位置づけ 

（１）地域福祉計画の位置づけ ● ● ● 

本計画は、社会福祉法第 107 条に基づく「市町村地域福祉計画」で

あり、同法第４条には「地域住民等は、相互に協力して、地域福祉の

推進に努めなければならない」と規定されていることから、本市の地

域福祉を推進するため、市民、関係機関、福祉サービス事業者と行政

が一体となり、地域福祉計画を策定します。 

 

 

 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関

する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域

社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分

野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければな

らない。 
 

（市町村地域福祉計画） 

第１０７条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を

一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更

しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する

者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を

講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

  

【参考】 社会福祉法（抜粋） 



（２）分野別計画・関連計画との関係 ● ● ● 

印西市第２次基本計画における地域福祉の分野に関連する施策を具

体化する計画であり、市の地域福祉を推進する基本計画としての性格

を持ちます。 

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画、障害者基本計画、子ど

も・子育て支援事業計画など、保健、福祉など関わるさまざまな計画

と横断的に関わり、福祉に関わる人材育成や地域の課題を解決する仕

組みづくりなどを推進するものです。 
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第３次印西市地域福祉計画 

第 ２ 次 印 西 市 基 本 計 画 
 

・地域における福祉サービスの適切な利用の促進 
・地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達 
・地域福祉に関する活動への住民の参加の促進 

地域住民・団体の参加 

（地域福祉活動の担い手） 
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